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通所介護・介護予防通所介護事業所(認知症対応型通所介護含)　　事故件数　１０９件

事故発生場所
発生場所 件数
食堂 9 8%
居室 7 6%
屋外 11 10%
トイレ 11 10%
廊下 5 5%
風呂/脱衣所 9 8%
その他 57 52%
合計 109 100%
（その他：デイフロア・機能訓練室２６件、感染症１０件、デイ玄関４件、等）

事故種別
事故種別 件数
転倒 53 49%
感染症等 10 9%
誤飲/誤食 1 1%
転落 7 6%
失踪 1 1%
その他 37 34%
合計 109 100%
（その他：意識消失１３件、交通事故９件、外傷７件、介助中３件等）

症状
症状 件数

骨折 24 22%
切傷/擦過傷 18 17%
打撲/捻挫 27 25%
その他 40 37%
合計 109 100%
（その他：様子観察１９件、感染症１０件、捻挫・打ち身等）

事故結果
事故結果 件数
入院 27 25%
通院 49 45%
死亡 0 0%
その他 33 30%
合計 109 100%
（その他：１回受診、未受診等）

その他

失踪

感染症等

誤飲/誤食

転落

転倒

転倒

感染症等

誤飲/誤食

転落

失踪

その他

骨折

その他

打撲/捻挫

切傷/擦過傷

骨折

切傷/擦過傷

打撲/捻挫

その他

その他

廊下

トイレ

風呂/脱衣所

食堂

居室

屋外

食堂

居室

屋外

トイレ

廊下

風呂/脱衣所

その他

その他

通院

死亡

入院 入院 通院

死亡 その他
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感染症の対応について 

～ノロウイルス～

●感染予防（手洗い）

ノロウイルスによる感染症は，多くの場合，ウイルスに触れた

人の手を介して感染が拡大します。利用者・職員ともに手洗いを

習慣づけることが，感染予防の基本です。 

用便後，排泄物の処理のあと，調理や食事の前には必ず手を

洗いましょう。 

●感染した時の症状

感染後，24 ～ 48 時間で，下痢，吐気，嘔吐，腹痛，発熱などの症状が出ます。通常

３日以内に回復しますが，ウイルスは感染してから10日間程度，長い場合は1ヶ月程度，

ふん便中に排泄され続けます。 

●消毒方法

① 他の微生物などと比べると熱に強く，85℃で１分以上の加熱が

必要です。 

② 逆性石けん，アルコールの消毒効果は十分ではありません。塩素

系漂白剤の次亜塩素酸ナトリウムは効果があります。 

●排泄物・嘔吐物の処理

ふん便や嘔吐物の処理は，処理をする人自身への感染と，施設内への感染拡大を防

ぐため，適切な方法で，迅速，確実に行うことが必要です。 

●嘔吐物等の処理時の換気

嘔吐物等の拭き取りと消毒を行う際には，乾燥した後にウイルスが室内に拡散し，感

染が拡大するおそれがあります。そこで，嘔吐物等を適切に処理すること，室内の適正

な換気を行うことが大切です。 

① 嘔吐物等の処理時とその後は，大きく窓を開けるなどして室内に新鮮な空気を入れ

換気を行いましょう(室内にウイルスを滞留させることのないようにしてください。)。 

② 換気設備(換気扇等) がある場合には運転しましょう。
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●リネン類の消毒など

汚物がついたおむつやシーツ等のリネン類を取り扱うときは，取り扱った人の手にウ

イルスが付着し感染を拡大させてしまう可能性があり，二次感染を防ぐための適切な処

理が必要です。 

【入所者の衣類やリネン類に嘔吐物がかかっている場合】 

 原則，施設にて感染性胃腸炎による嘔吐物が付着した衣類やリネン類は，廃棄するこ

とが望ましいです。 

●処理後

① 嘔吐物処理後は，2 回手洗いを行い，うがい，洗

顔をしましょう。

※ ノロウイルスは，逆性石けん消毒用エタノールな

どには抵抗力があるため，物理的に洗い流す事

が重要です。 

② 処理に使用した物品，エプロン等は大きな感染源

となります。使用する物は使い捨ての物を用意す

ることが望ましいです。

●入  浴

施設内で下痢や嘔吐をした利用者がいる場合には，ノロウイルスを含めた感染性胃

腸炎が疑われます。症状がある人は最後に浴槽に入るかシャワーのみにするようにしま

しょう。 

●手を触れる場所や身のまわりの物の清潔・消毒

施設内で人が直接手を触れる場所は，ノロウイルスに汚染されている可能性がありま

す。 

(例) 手すり，ドアノブ，水道の蛇口，机，イス，引き出しの取っ手，車椅子の押し手， 

ベッド回りなど 
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【清潔の保持・消毒】 

① 手を触れる場所や身のまわりの物はきれいな布で水拭きするなど，常に清潔を保つ

ようにしましょう。 

② 感染予防のため，多数の人が手を触れる場所や身のまわりの物は定期的に消毒し

てください（手すり，ドアノブ，水道の蛇口などを，0.02％次亜塩素酸ナトリウムに浸し

た布などで拭く等。）。 

③ 施設内で下痢や嘔吐をした利用者があり，ノロウイルスを含めた感染性胃腸炎が疑

われる場合は，特に汚染されやすいトイレやその周辺などを中心に消毒の頻度を増

やす必要があります。 

※ 次亜塩素酸ナトリウムは金属を腐食させるため，金属部分に使用した場合は 10 

分程度たったら水拭きしましょう。また，塩素ガスが発生することがあるので，使用

時は十分に換気しましょう。 

●日ごろからの健康管理

ノロウイルスによる感染を予防するための具体的な方法を示しましたが，感染や感染

拡大を防ぐためには，まず早い段階でノロウイルスの感染が疑われる利用者・職員を把

握すること，また施設外からノロウイルスを持ち込まないようにすることが重要です。 

① 日ごろから利用者の健康観察を行ってください。

② 施設管理者は職員の健康診断の結果や健康状態の確認をしてください。

③ 面会者に対して手洗いの徹底や，下痢・嘔吐などの症状がある場合には面会を控

えてもらうことも必要です。

～インフルエンザ～ 

●感染予防

■ ウイルスの体内侵入を防ぐため以下のことを心がけましょう。

外出先から帰宅時，調理の前後，食事前などこまめに手を洗いましょう。 

ウイルスは石鹸に弱いため，正しい方法で石けんを使いましょう。 

※職員の手指を介した感染は，感染経路として最も気を付けるべき点です。 

手洗いは「１ケア１手洗い」，「ケア後の手洗い」が基本です。 

■ 十分な睡眠とバランスのよい食事を心がけ，免疫力を高めておきましょう。

■ 予防接種を受けましょう。

■ 適度な湿度（５０％～６０％）を保つことも効果的です。

■ 人混みや繁華街への外出の際は，マスク等を着用しましょう。

-169/180-



●疑うべき症状と判断のポイント

■ 急な発熱（３８～４０℃）と全身症状（頭痛，腰痛，筋

肉痛，全身倦怠感など）（ただし，高齢者では発熱が

顕著でない場合があるので注意が必要です。） 

■ これらの症状と同時に，あるいはやや遅れて，咽頭

痛，鼻汁，鼻閉，咳，痰などの気道炎症状 

■ 腹痛，嘔吐，下痢などの消化器症状を伴う場合も

あります。 

●感染を疑ったら～対応の方針

施設内の感染対策委員会において策定された，行動計画（実際に発生した際の具体的

な対策）に従って，対応しましょう。 

■ タミフルなどの抗インフルエンザ薬は発症後４８時間以内に治療を開始しないと無効な

ため，インフルエンザを疑う症状があった場合は，早めに医療機関を受診しましょう。 

■ インフルエンザを疑う場合（及び診断された場合）には，基本的には個室対応としま

す。

■ 複数の入所者にインフルエンザの疑いがあり，個室が足りない場合には，同じ症状の

人を同室とします。 

■ インフルエンザの疑いのある入所者（および診断された入所者）にケアや処置をする場

合には，職員はマスクを着用します。 

■ 罹患した入所者が部屋を出る場合には，マスクをします。

■ 職員が感染した場合の休業期間を施設で決めておきます。通常，発症後１週間，解熱

後３日などとしている施設が多いようです。 

■ 感染者と同室にいた入所者などインフルエンザウイルスに感染した可能性が高い人に

対して，抗インフルエンザ薬の予防内服が行われる場合があります。しかし感染後に

重傷化しやすい方やアウトブレイクなどの特殊な場合を除くと，実際に適応となる場合

はまれであり，医師と相談して慎重に判断する必要があります。 
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◆担当課への報告 

感染症発生 

岡山市事業者指導課へ報告 

※ 利用者の感染が確認されたら報告が必要です。 

報告様式は「介護保険事業者・事故報告書」 

（複数人になった場合は保健所様式「感染症集団発生

動向調査票」でもよい。） 

岡山市保健所 感染症対策係 

※ 有症者が１０名以上，または重篤な患者が１週間で２名

以上，管理者が必要と認めた場合に報告が必要です。 

報告様式は「感染症集団発生動向調査票」 

（その他の施設） 
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【嘔吐物の処理（対処）方法】 

【服装】 

・帽子 

髪が嘔吐物に触れないように束ね，帽子などをかぶる。 

・マスク 

マスクを着用し，飛び散りや飛沫による感染を防ぐ。 

・エプロン (ガウン） 

ひざ下までのエプロン（ビニール等で水分の染み込ま

ないもの），ひざまずいて処理を行う際に衣類への付

着や飛び散りを防ぐため。 

・ゴム手袋 

2 重に手袋をして，手指の傷や 2次感染を防ぐ。 

・靴カバー（ビニール袋小と輪ゴムでも可） 

床に付着した嘔吐物に直接，触れないようにする。 

【吐物処理道具】 

・次亜塩素酸ナトリウム 

台所用塩素系漂白剤（5～6%の次亜塩素酸）の主成分。 

塩素系漂白剤の使用上の注意をよく読む。 

・ポリバケツ（20L 程度）  

・2L ペットボトル容器 

・ビニール袋（大）/２枚   

・ビニール袋（小）/１枚   

・ペーパータオル または新聞紙  

※使い捨てのものを用意し，使用後，処理できるもの 

【次亜塩素酸ナトリウムの使用期限】  

・希釈した次亜塩素酸ナトリウムの使用期限は，汚れ（嘔吐物などの有機物など）の混入が少

なければ，高濃度液（0.1%など）では，14 日間程度の使用が可能です。 

・低濃度（0.01%など）では，有機物の混入による濃度低下が大きいので，24 時間ごとに作り換

えが必要です。 

※目に見える有機物の混入があった場合は，ただちに作り換えます。 

・必ず，フタの付いた容器に入れて暗所で保管します。 

※直射日光などにより温度が上昇すると分解が促進され，濃度が低下してしまう場合が

あります。 

・汚れの混入があった次亜塩素酸ナトリウムに対し，新しく希釈した次亜塩素酸ナトリウムを継

ぎ足すといった行為は，基本的には行わないことが望ましいです。 

＊以上のことから次亜塩素酸ナトリウム溶液は作り置きせずに，処理時にすばやく希釈して作

成しましょう！ 

帽子

マスク

エプロン

靴カバー

手袋
（２重）

50ｍｌに
マジックで
ラインを引
いておく

漂白剤 ２Ｌ容器

ビニール袋
大×２
小×２

ペーパー
タオル
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【嘔吐物の処理時に注意する事】 

・ノロウイルスに感染している場合，その嘔吐物や下痢便には大量のノロウイルスが含まれてい

ます。わずかな量のウイルスが体内に入っただけで容易に感染しますので，飛び散りや飛沫

（ひまつ）などからの感染を防ぐためにも，処理を行う人以外は嘔吐物から離れて行う。  

・次亜塩素酸ナトリウム溶液には洗浄効果はありませんので，嘔吐物の処理ではなく，廃棄処分

せずに，どうしても再度利用する物については，十分に洗浄を行った後に消毒を行う。 

・有害な塩素ガスが発生しますので，酸と混ぜない。 

【嘔吐物の処理手順】 

1 

・窓を開けて空気中に浮遊するウイルスと塩素の刺激臭を外に出す。 

※嘔吐物の処理には，高濃度 0.1%の次亜塩素酸ナトリウムを 

使用しますので，取扱いには十分注意をしてください。 

2 

・手袋やエプロン，マスク，靴カバーなどを着用する。 

・0.1%次亜塩素酸ナトリウム溶液を作る。 

※2L のペットボトル容器に 50mL の次亜塩素酸ナトリウムを入れ，

水を半分入れる。 

よく混ぜあわせて，残りの水を加える。（一般的な台所用塩素系

漂白剤 5～6％次亜塩素酸ナトリウムを含んだ製品の例です。） 

・バケツに 2 枚重ねのナイロン袋を入れる。 

3 

嘔吐物の処理。 

・ペーパータオルまたは新聞紙で嘔吐物を広く覆い，その上に 0.1%次

亜塩素酸ナトリウム溶液を注ぐ。 

※嘔吐物は，平均的には半径 2m 程度ですが，3～4m 程度飛び散

っている場合もあります。 

※霧吹き等を使用した噴射では，次亜塩素酸ナトリウムの濃度が均

一になりにくいため使用しません。 

原液濃度 希釈 方法 使用する場所

1% 10倍 原液10ml＋水100ml

5% 50倍 原液10ml＋水500ml

6% 60倍 原液10ml＋水600ml

1% 50倍 原液10ml＋水500ml

5% 250倍 原液10ml＋水2.5 

6% 300倍 原液10ml＋水3 

【希釈次亜塩素酸ナトリウムの作り方】

0.1％
次亜塩素酸
ナトリウム

0.02％
次亜塩素酸
ナトリウム

嘔吐物や便が
直接ついた衣
類など

調理器具，床，
トイレのドアノ
ブ，便座など

(参考資料）

市販されている

次亜塩素酸ナトリウム製剤

濃度 商品名

1% ミルトン　など

5%
ハイター，ブリー
チ など

6%
ピューラックス，
アサヒラック　など
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4 

嘔吐物の回収。 

・嘔吐物をペーパータオルごと外側からかき集めように回収し，バケツ

に入れ，内側のビニール袋の口を縛る。 

※かき集めやすいように型紙等を用意しておくと便利です。 

5 

・ペーパータオルまたはまたは新聞紙で，再度床を広く覆い，その上に，

0.1%次亜塩素酸ナトリウム溶液を注ぐ。 

・10 分以上放置 

6 

・別の場所でペーパータオルに 0.1%次亜塩素酸ナトリウム溶液を注ぎ， 

その上で足踏みする要領で靴の裏についた嘔吐物を取り除き，靴カ

バーを脱いでバケツへ。 

7 

・使用した 2Ｌのペットボトル容器をバケツへ。 

・1 枚目の手袋を裏返しながらはずし，バケツへ。 

・帽子，エプロン，マスクをはずし，バケツへ。 

8 

・手袋をはずして，バケツに入れ汚れている面に触れないように，外側

のビニール袋の口を縛る。 

・バケツを持ち，外のごみステーションへ廃棄する。 

9 

・10 分以上放置したペーパータオルまたは新聞紙等で，床全体を拭

く。 

・最後にぞうきんで水拭きをする。 

・ペーパータオルとぞうきんはビニール袋（小）に入れて廃棄する。 
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【処理後の注意点】 

■ 嘔吐物処理後は，2 回手洗い（ノロウイルスは，逆性石けん消毒用エタノールなどには

抵抗力があるため，物理的に洗い流す事が重要）を行い，うがい，洗顔をしましょう。

■ 嘔吐物を処理した後 48 時間は感染の有無に注意してください。

【入所者の衣類やリネン類に嘔吐物がかかっている場合】 

・原則，施設にて感染性胃腸炎による嘔吐物が付着した衣類やリネン類は，廃棄することが望ま

しい。 

【どうしても廃棄できない場合の，汚物がついた衣類やリネン類の洗濯，消毒】 

①汚物がついた衣類等を取り扱うときは，必ず，使い捨てのビニール手袋とマスク，エプロンを着

用し，汚物が直接皮膚に触れたり，飛沫を吸い込んだりすることのないよう防護する。

②汚物がついた衣類等は専用のビニール袋等に入れ，周囲を汚染しないよう十分注意する。

③汚物を十分に落とした後，塩素系消毒液(0.1％次亜塩素酸ナトリウム) に１０分間漬ける。

※汚物等の有機物はペーパータオルなどでふき取るか，流水で洗い流してから塩素系消毒液

に漬ける。 

※塩素系消毒液を用いた消毒は，色落ちしたり布が傷むことがあるので，注意する。 

④施設で汚染用洗濯機を設置していない場合は，感染症が発生した期間は，感染症専用として

洗濯機を分ける。

⑤洗濯機に衣類や衣類等を入れてふたをしたら，洗濯機の周囲を塩素系消毒液(0.02％次亜塩

素酸ナトリウム)でふき取り消毒する。

※衣類等の運搬や保管に使用する容器等は洗浄及び消毒を行い，常に衛生的に管理する。

【共用スペースで嘔吐があった場合】 

①服を脱がせ，ビニール袋やふたつきバケツ等に入れて汚物処理できる場所へ運ぶ。

(廃棄することが望ましい。）

②入所者が移動した通路を塩素系消毒液(0.02％次亜塩素酸ナトリウム)でふき取り，消毒する。

③車椅子等を洗浄，消毒する。

※嘔吐物等の有機物はペーパータオルなどでふき取るか，流水で洗い流す。

※塩素系消毒液(0.1％次亜塩素酸ナトリウム) を車椅子にかけ 10 分間放置する。

※流水で洗い流し，乾燥させる。

※車椅子等の洗浄，消毒を浴室等で行わないこと。
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１．事業者指導課に提出が必要な書類について 

１．各種書類等の提出期限 

① 平成２６年度介護職員処遇改善加算届出書

  平成２５年度に引き続き平成２６年度も算定する場合は、平成２６年２月２８日ま 

でに、平成２６年度介護職員処遇改善加算届出書等を提出することとされています 

が、未提出の場合は、至急提出すること。 

② 平成２５年４月１日適用開始の体制届･･････ 平成２６年３月１７日（月）

（事業者規模による区分及びサービス提供体制強化加算Ⅰ・加算Ⅱ）

体制の届出が必要な事項は、Ｐ６５～Ｐ６７を参照すること。

③ 平成２５年度介護職員処遇改善加算実績報告書 ････ 平成２６年７月３１日（木） 

２．「変更届」、「体制届」、「居宅サービス事業者（短期入所・特定施設を除く）自己点検シ

ート」に係る必要書類等について、ホームページに掲載しています。 

・ 変更届 

http://www.city.okayama.jp/hohuku/jigyousyasidou/jigyousyasidou_00033.html 

・ 体制届け 

http://www.city.okayama.jp/hohuku/jigyousyasidou/jigyousyasidou_00042.html 

・ 自己点検シート 

http://www.city.okayama.jp/hohuku/jigyousyasidou/jigyousyasidou_00100.html 

３．平成２６年度報酬改定に伴い、重要事項説明書が変更となる場合について 

(1) 平成２６年度からの利用申込者に対しては、変更内容を反映させた重要事項説明書を 

作成の上、当該説明書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。 

(2) 既存の利用者に対しては、変更内容を反映した重要事項説明書（同意を得ている重 

要事項説明書の内容の一部の差し替えとして、変更部分のみでも可）を交付して説明を 

行うこと。

４．平成２６年３月３１日に指定有効期間を満了する事業所の指定更新通知書について 

平成２６年３月３１日において、多くの指定介護保険事業者が一斉に６年間の指定有

効期間満了することに伴い、期限を前倒しして提出いただいた指定更新について、『指定

更新通知書』は、平成２６年３月下旬に発送する予定です。 

５．事業者指導課の係名変更等について（予定） 

(1) 平成２６年４月１日から、事業者指導課の係名を変更します。なお、電話番号及び 

ＦＡＸ番号（各係共通 086-221-3010）はそのままです。 

 （現 行）     （H26.4.1～） （電話番号・変更なし） 

地域密着指導係 → 地域密着事業者係  086-212-1012  

在宅指導係  → 訪問通所事業者係  086-212-1013 

施設指導係  → 施設係   086-212-1014  

障害事業者係 → 障害事業者係（変更なし）  086-212-1015 

資料３ 事業者指導課（在宅指導係）からのお知らせ 
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(2) 平成２６年４月１日から、「（介護予防）認知症対応型通所介護」事業の担当係が、 

地域密着指導係から「訪問通所事業者係」に変更されます。 

６．相談室（相談スペース）の共用について（案） 

(1) 平成２６年４月１日から、業務に支障がない場合に限り、相談室（相談スペース） 

について、他の事業と共用であっても差し支えないこととする予定です。 

(2) 上記に伴い、既に届け出ている平面図が変更になる場合は、変更後１０日以内に届 

け出てください

７．疑義照会（質問）について 

今回の集団指導に係る内容のものに限らず、疑義照会・質問等については、原則とし 

て「質問票」により、ＦＡＸにて送信してください。 

８．電話番号。ＦＡＸ番号、メールアドレス変更の際の連絡について 

 事業所の電話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレスが変更になった場合は、別紙「電話・

ＦＡＸ番号・メールアドレス変更届」（様式Ｐ１７９）を利用する等して連絡をお願いし

ます。
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事業所名

サービス
種別

事業所
番号 33

所在地

Ｔｅｌ Ｆａｘ

担当者名 職名

【質問】

【回答】

【質 問 票】
 平成　　　年　　　月　　　日
 岡山市事業者指導課在宅指導係あて
 Ｆａｘ：０８６（２２１）３０１０
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平成 年 月 日

岡山市 保健福祉局 事業者指導課 宛

ＦＡＸ番号 ０８６－２２１－３０１０

電話・ＦＡＸ番号・メールアドレス 変更届 

下記のとおり電話・ＦＡＸ番号・メールアドレスが変更になりましたので，

お知らせします。

記

法人名 

事業所名 

介護保険事業所番号 

旧番号 新番号

電話番号

ＦＡＸ番号

メール

アドレス

電話番号

ＦＡＸ番号

メール

アドレス
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平成２５年度

（介護予防）通所介護/療養通所介護集団指導資料
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